
お知らせ

宇和島信用金庫では、「還付金詐欺」「振り込め詐欺」等の”詐欺被害”を防止するために、

平成２９年８月よりキャッシュカードによるＡＴМでのお振込みを一部のお客様について制

限させていただいておりますが、今回新たに特殊詐欺被害防止のため、キャッシュカードに

よるＡＴМでのお引き出しを一部のお客様について、下記の通り制限させていただきます。

詐欺被害を防止するため、新たに

ＡＴМ出金の利用を一部制限させて

いただきます。

現在 新たに

対象のお客様

制限内容

制限実施日

その他

７０歳以上のお客様で過去１年以上、
キャッシュカードによる ATM振込の
ご利用がないお客様。

８０歳以上のお客様で過去１年以上、
キャッシュカードによる ATM出金の
ご利用がないお客様。

過去１年以上、キャッシュカードに
よる ATM出金の実績がない口座は、
１日あたりの ATM出金限度額を
５０万円とさせていただきます。

過去１年以上、キャッシュカードに
よる ATM 振込の実績がない口座は、
ATM振込のご利用を停止させていた
だきます。

平成２９年８月２１日（月）より 令和３年７月２０日（火）より

●キャッシュカードでのご入金はこれまで同様ご利用いただけます。

●対象口座をお持ちのお客様がキャッシュカードでのお振込み・出金限度額の引
き上げを希望される場合は、営業時間内に窓口にお申し付けください。本人確認
のうえ、お振込み・出金限度額の引き上げが可能となります。

出金限度額を
５０万円


